
は
じ
め
に

禁
裏
小
番
と
は
、
中
世
、
公
家
廷
臣
が
結
番
し
て
禁
裏
に
参
勤
宿
直
し
た
こ
と

を
い
う
。
室
町
期
に
「
小
番
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
制
度
は
近
世
ま

で
引
き
継
が
れ
た
。

室
町
期
禁
裏
小
番
に
つ
い
て
の
主
要
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
明
石
治
郎
氏
と

家
永
遵
嗣
氏
の
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る
。
明
石
氏
は
禁
裏
小
番
の
室
町
期
に
お
け
る

変
遷
と
役
割
に
つ
い
て
の
検
討
を
通
じ
て
、
戦
国
期
以
降
の
内
々
／
外
様
小
番
へ

の
分
化
の
過
程
を
論
じ
た
（
１
）。
ま
た
家
永
氏
は
、
義
満
期
に
お
け
る
禁
裏
小
番
創
設

の
経
緯
を
分
析
し
、
後
光
厳
流
と
崇
光
流
と
の
皇
位
を
め
ぐ
る
緊
張
関
係
が
そ
の

背
景
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
（
２
）。

た
だ
し
、
両
氏
の
研
究
は
と
も
に
禁
裏
小
番
制
度
の
整
理
と
は
別
の
点
に
主
た

る
関
心
を
置
い
て
い
る
た
め
、
細
か
な
規
則
や
運
営
体
制
を
知
る
に
あ
た
っ
て
は

や
や
難
解
な
印
象
を
受
け
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
主
に
番
編
制
の
沿
革
と
運
営

の
実
態
に
つ
い
て
改
め
て
整
理
し
直
す
こ
と
で
、
室
町
期
禁
裏
小
番
制
度
の
簡
潔

か
つ
体
系
的
な
説
明
を
目
指
し
た
い
。

一

番
編
制
の
沿
革

ま
ず
、
禁
裏
小
番
編
制
の
変
遷
に
つ
い
て
整
理
し
よ
う
。
番
数
の
変
更
等
を
伴

う
大
き
な
改
編
を
画
期
と
し
て
、
以
下
七
つ
の
時
期
に
区
分
し
て
説
明
す
る
。

�
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
六
月
頃
〜

禁
裏
小
番
は
永
徳
三
年
の
後
小
松
天
皇
登
極
に
際
し
、
足
利
義
満
の
主
導
に

よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
（
３
）。
家
永
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
背
景
に
は
持
明
院
統
に
お
け
る

崇
光
流
・
後
光
厳
流
の
潜
在
的
な
対
立
が
あ
っ
た
と
い
う
。
現
役
の
公
卿
を
含
む

廷
臣
全
体
を
後
小
松
天
皇
と
直
接
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
持
明
院
統
の
分
裂

を
後
光
厳
流
の
継
続
と
い
う
方
向
で
収
束
さ
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

創
設
当
時
の
禁
裏
小
番
は
十
番
編
成
で
、
番
衆
は
十
日
お
き
月
三
回
の
出
仕
が

室
町
期
禁
裏
小
番
の
制
度
と
運
営
に
関
す
る
覚
書

坂

井

武

尊

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
二
十
六
号

二
〇
二
二
年
三
月
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求
め
ら
れ
た
。
権
中
納
言
中
山
親
雅
や
左
大
臣
義
満
な
ど
、
現
任
の
公
卿
も
小
番

を
勤
仕
し
た
点
に
こ
の
時
期
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
（
４
）。

�
応
永
二
三
年
（
一
四
一
六
）
六
月
一
日
〜

義
満
晩
年
か
ら
義
持
初
期
に
お
け
る
禁
裏
小
番
の
実
態
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

な
い
が
、
称
光
天
皇
即
位
後
の
応
永
二
三
年
六
月
、
禁
裏
小
番
の
編
制
強
化
が
確

認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
武
勇
を
好
み
近
臣
に
乱
暴
を
は
た
ら
く
称
光
天
皇
を
「
守

護
」
す
る
た
め
、
義
持
の
厳
密
の
申
沙
汰
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
５
）。

明
石
氏
は
こ
の
改
編
を
特
例
的
措
置
と
見
做
し
つ
つ
、
通
常
時
の
禁
裏
小
番
の
運

営
は
後
小
松
院
の
管
轄
で
あ
っ
た
が
、
懈
怠
者
の
処
罰
な
ど
も
含
め
義
持
も
小
番

の
運
営
に
深
く
関
与
し
て
い
た
と
す
る
。

番
編
成
は
応
永
二
三
年
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
十
番
で
あ
っ
た
が
、
同
三
三

年
九
月
に
七
番
へ
と
縮
小
さ
れ
て
い
る
（
６
）。
併
せ
て
懈
怠
者
の
処
罰
が
厳
命
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
先
立
つ
応
永
三
〇
年
に
は
仙
洞
小
番
（
後
述
）
が
同
じ
く
十
番
か
ら

七
番
へ
と
縮
小
さ
れ
て
い
た
こ
と
（
７
）を
踏
ま
え
る
と
、
懈
怠
者
の
増
加
に
よ
る
出
仕

人
数
減
少
へ
の
対
策
と
し
て
、
番
数
を
減
ら
し
ひ
と
番
あ
た
り
の
番
衆
の
人
数
を

増
や
す
意
図
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
番
数
の
変
更
を
伴
わ
な
い
人

員
の
編
制
替
え
は
、
禁
裏
・
仙
洞
小
番
と
も
に
こ
の
間
何
度
か
実
施
さ
れ
て
い
る
（
８
）。

�
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
八
月
頃
〜

正
長
元
年
七
月
二
〇
日
の
称
光
天
皇
崩
御
、
同
二
八
日
の
後
花
園
天
皇
践
祚
を

受
け
、
禁
裏
小
番
改
編
の
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
。『
薩
戒
記
』
に
よ
れ
ば
、
記
主

の
中
山
定
親
は
応
永
年
間
を
通
じ
て
仙
洞
小
番
を
勤
め
て
い
た
が
、
正
長
元
年
八

月
六
日
よ
り
禁
裏
小
番
に
も
出
仕
す
る
よ
う
に
な
る
（
９
）。
禁
裏
・
仙
洞
小
番
を
ど
ち

ら
も
勤
め
る
こ
と
は
相
当
な
負
担
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
状
態
は
次
項

で
述
べ
る
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
の
改
編
ま
で
継
続
し
て
お
り
（
１０
）、
室
町
殿
義
教

―
後
花
園
天
皇
の
支
配
体
制
が
安
定
す
る
ま
で
の
移
行
期
的
な
臨
時
措
置
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

�
永
享
二
年
四
月
二
八
日
〜

後
花
園
天
皇
の
登
極
に
際
し
て
、
大
嘗
会
国
郡
卜
定
が
行
わ
れ
た
永
享
二
年
四

月
二
二
日
、
禁
裏
・
仙
洞
小
番
と
も
に
五
番
編
成
へ
と
改
編
さ
れ
る
（
１１
）。
後
花
園
天

皇
は
崇
光
流
の
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
子
で
あ
り
、
永
徳
期
の
禁
裏
小
番
創
設
時
と

同
様
に
、
後
光
厳
流
と
崇
光
流
と
の
潜
在
的
緊
張
関
係
を
背
景
と
し
て
小
番
制
度

が
改
編
さ
れ
た
点
は
注
目
に
値
す
る
。
義
教
は
後
花
園
天
皇
の
大
嘗
会
に
際
し
て
、

義
満
期
の
永
徳
度
大
嘗
会
の
先
例
踏
襲
を
標
榜
し
て
お
り
、
禁
裏
小
番
の
整
備
を

義
満
先
例
の
踏
襲
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
（
１２
）。

と
は
い
え
、
義
教
期
に
至
っ
て
も
勤
番
の
懈
怠
は
頻
繁
に
あ
っ
た
ら
し
く
、
永

享
三
年
四
月
に
は
不
参
の
際
の
対
応
に
関
す
る
新
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
１３
）。
ま
た
、

同
四
年
九
月
の
義
教
の
富
士
遊
覧
お
よ
び
同
六
年
五
月
の
兵
庫
下
向
に
際
し
て
は
、

臨
時
番
の
設
置
や
禁
裏
小
番
の
精
勤
が
特
に
厳
命
さ
れ
て
い
る
（
１４
）。

�
永
享
六
年
一
一
月
二
一
日
〜

永
享
五
年
一
〇
月
二
〇
日
に
後
小
松
院
が
没
し
た
が
、
仙
洞
小
番
は
一
周
忌
ま

で
残
し
置
か
れ
た
の
ち
、
翌
年
一
一
月
に
禁
裏
小
番
へ
と
吸
収
合
併
さ
れ
た
（
１５
）。
人

数
の
倍
増
に
伴
い
番
編
成
は
五
番
か
ら
十
番
へ
と
拡
大
さ
れ
、
番
衆
は
ふ
た
た
び

十
日
お
き
月
三
日
の
出
仕
体
制
と
な
っ
た
。
明
石
氏
は
、
禁
裏
の
み
と
な
っ
て
も

堂
上
衆
全
体
に
及
ぶ
規
模
で
の
小
番
出
仕
の
維
持
が
示
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
月

単
位
の
方
式
が
こ
れ
以
降
定
着
す
る
こ
と
か
ら
、
永
享
六
年
の
小
番
再
編
に
つ
い

て
「
禁
裏
小
番
に
と
っ
て
の
ひ
と
つ
の
完
成
」
と
評
価
す
る
（
１６
）。
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�
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
六
月
二
六
日
〜

嘉
吉
元
年
六
月
二
四
日
、
義
教
は
結
城
合
戦
の
戦
勝
祝
い
と
し
て
招
か
れ
た
赤

松
邸
で
謀
殺
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
嘉
吉
の
乱
で
あ
る
。
こ
の
前
代
未
聞
の
珍
事
を

受
け
て
、
翌
二
五
日
に
禁
裏
小
番
の
改
編
が
行
わ
れ
、
十
番
編
成
か
ら
五
番
編
成

へ
と
変
更
さ
れ
た
（
１７
）。
こ
れ
は
旧
一
番
が
旧
六
番
を
、
旧
二
番
が
旧
七
番
を
、
と
い

う
形
で
の
吸
収
合
併
で
あ
っ
た
た
め
、
ひ
と
番
あ
た
り
の
人
数
は
倍
増
し
た
。
廷

臣
た
ち
の
危
機
感
も
流
石
に
高
ま
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
時
期
は
前
後
の
時
期
よ
り

も
欠
勤
者
が
比
較
的
少
な
い
傾
向
に
あ
る
。

�
嘉
吉
元
年
九
月
一
日
〜

八
月
に
入
る
と
、
山
名
・
細
川
を
主
力
と
す
る
追
討
軍
が
赤
松
氏
の
本
拠
地
で

あ
る
播
磨
国
に
攻
め
入
り
、
京
中
の
混
乱
は
徐
々
に
収
束
し
て
い
っ
た
。
治
安
の

回
復
に
よ
り
、
八
月
三
〇
日
、
禁
裏
小
番
は
再
び
十
番
編
成
へ
と
戻
さ
れ
る
（
１８
）。
各

番
の
構
成
員
は
�
期
以
前
の
も
の
か
ら
大
幅
に
改
め
ら
れ
た
。

二

運
営
の
実
態

次
に
、
番
衆
が
具
体
的
に
い
か
な
る
形
で
出
仕
し
た
の
か
、
主
に
『
建
内
記
』

の
記
述
に
拠
り
つ
つ
確
認
し
た
い
。
な
お
、
禁
裏
小
番
制
度
の
細
則
は
『
薩
戒

記
』
永
享
四
年
二
月
二
三
日
条
に
詳
し
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
明
石
氏
の

解
説
が
あ
る
た
め
本
稿
で
は
詳
述
し
な
い
。

ま
ず
日
程
で
あ
る
が
、
十
番
編
成
の
場
合
は
月
三
度
、
五
番
編
成
の
場
合
は
月

六
度
、
禁
裏
小
番
を
勤
め
る
。『
建
内
記
』
の
記
主
・
万
里
小
路
時
房
が
番
頭
を

務
め
た
第
二
番
の
事
例
で
い
え
ば
、
前
者
は
毎
月
二
の
つ
く
日
（
二
日
・
一
二

日
・
二
二
日
）、
後
者
は
二
と
七
の
つ
く
日
（
二
日
・
七
日
・
一
二
日
・
一
七

日
・
二
二
日
・
二
七
日
）
に
出
仕
す
る
こ
と
と
な
る
。

次
に
タ
イ
ム
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
。
出
仕
は
日
中
と
夜
間
の
二
部
構
成
と
な
っ
て

お
り
、
日
中
は
さ
ら
に
「
第
一
」（
辰
刻
〜
巳
刻
）・「
第
二
」（
午
刻
〜
未
刻
）・

「
第
三
」（
申
刻
〜
酉
刻
）
の
三
つ
に
分
か
た
れ
る
（
１９
）。
原
則
と
し
て
、
各
時
間
帯
に

二
名
の
番
衆
が
出
仕
す
る
（
前
章
�
期
は
倍
の
四
名
）。
誰
が
ど
の
時
間
帯
に
出

仕
す
る
の
か
は
、
事
前
に
番
頭
が
分
担
を
定
め
、
自
番
の
番
衆
（「
合
番
」）
に
通

達
し
た
。
た
だ
こ
れ
は
あ
く
ま
で
原
則
で
あ
っ
て
、
欠
席
者
な
く
全
員
が
予
定
通

り
に
出
仕
す
る
こ
と
の
方
が
ま
れ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
た
め
か
出
仕
の
刻
限

に
関
わ
ら
ず
最
初
に
出
仕
し
た
者
か
ら
順
に
「
第
一
」「
第
二
」「
第
三
」
と
呼
ぶ

事
例
も
み
ら
れ
る
（
２０
）。
候
所
は
泉
殿
で
あ
っ
た
（
２１
）。

番
衆
は
自
ら
に
割
り
振
ら
れ
た
日
中
の
出
仕
を
終
え
る
と
、
食
事
や
他
用
の
為

に
退
出
す
る
こ
と
が
多
い
が
、「
第
三
」
終
了
時
す
な
わ
ち
酉
刻
の
頃
に
帰
参
し
、

番
衆
全
員
で
夜
間
の
警
固
（「
宿
直
」）
を
行
っ
た
。
暁
鐘
ま
で
の
出
仕
が
原
則
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
早
々
に
退
出
し
て
し
ま
う
番
衆
が
相
次
ぎ
、
時
房
は
た
び
た

び
不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
（
２２
）。
候
所
は
、
永
享
二
・
三
年
が
泉
殿
と
議
定
所
、
永
享

一
一
年
は
泉
殿
と
和
歌
所
、
一
二
年
以
後
は
泉
殿
と
鬼
間
で
、
前
章
�
期
の
み
記

録
所
も
追
加
さ
れ
た
（
２３
）。
ま
た
、
文
安
年
間
に
は
「
番
衆
所
」
な
る
呼
称
が
確
認
さ

れ
、
先
だ
っ
て
仙
洞
に
設
置
さ
れ
た
も
の
を
参
考
に
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細

は
不
明
で
あ
る
（
２４
）。

こ
の
ほ
か
に
、「
早
参
」「
残
」
と
呼
ば
れ
る
役
割
が
あ
る
。「
早
参
」
は
早
朝

出
仕
、「
残
」
は
居
残
り
で
、
早
朝
に
参
内
し
た
「
早
参
」
の
者
は
前
日
番
の

「
残
」
の
者
か
ら
着
到
や
御
硯
な
ど
の
引
継
ぎ
を
行
っ
た
（
２５
）。
こ
れ
を
「
請
取
」
と

い
う
。
こ
ち
ら
も
月
末
に
番
頭
が
翌
月
分
の
分
担
を
定
め
る
形
で
（
２６
）、「
早
参
」
を

勤
め
た
者
が
基
本
的
に
そ
の
日
の
「
残
」
も
担
当
し
た
。
定
員
は
一
名
、
た
だ
し
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前
章
�
期
は
二
名
に
増
員
さ
れ
て
い
る
（
二
の
つ
く
日
は
旧
二
番
、
七
の
つ
く
日

は
旧
七
番
か
ら
二
名
（
２７
））。

な
お
明
石
氏
は
「
早
参
」
と
「
第
一
」
を
同
一
の
も
の
と
理
解
し
て
い
る
が
（
２８
）、

「
早
参
」
を
割
り
振
ら
れ
た
人
数
は
「
第
一
」
の
半
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
第

一
」
担
当
者
の
一
部
が
さ
ら
に
早
く
出
仕
し
て
請
取
を
行
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、「
第
一
」「
第
二
」
を
併
せ
て
「
早
参
」
と
呼
ぶ
事
例
も
あ
り
（
２９
）、
こ
の
よ

う
な
場
合
に
は
早
朝
の
出
仕
が
そ
の
他
の
時
間
帯
に
比
べ
て
負
担
が
大
き
い
こ
と

を
強
調
す
る
意
図
が
垣
間
見
え
る
（
３０
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
同
時
代
的
に
も
定
義
の
曖

昧
な
用
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
番
衆
の
欠
勤
は
ほ
と
ん
ど
日
常

茶
飯
事
で
あ
っ
た
が
、
欠
勤
に
際
し
て
は
番
代
を
立
て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

他
日
の
番
衆
と
出
仕
を
相
博
す
る
場
合
や
、
殿
上
人
た
る
子
息
を
代
わ
り
に
出
仕

さ
せ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
も
叶
わ
な
い
と
き
に
は
昇
殿
を
許
さ
れ
て
い
な
い
家

司
（「
宿
直
」）
を
派
遣
し
た
が
、
こ
の
場
合
に
は
地
下
で
の
警
固
と
な
り
、
番
代

と
は
見
做
さ
れ
な
か
っ
た
。

欠
勤
の
理
由
と
し
て
は
触
穢
や
神
事
、
体
調
不
良
、
そ
し
て
興
味
深
い
と
こ
ろ

で
「
計
会
」
す
な
わ
ち
困
窮
が
挙
げ
ら
れ
る
。
小
番
出
仕
に
際
し
て
は
直
衣
の
着

用
が
標
準
で
あ
っ
た
が
、
困
窮
の
あ
ま
り
満
足
な
装
束
が
用
意
で
き
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
（
３１
）。『
建
内
記
』
に
は
時
房
は
他
日
の
番
衆
と
直
衣
や
指
貫
の
貸
し
借
り

を
行
う
記
事
が
散
見
さ
れ
（
３２
）、
ま
た
彼
の
合
番
で
あ
っ
た
西
洞
院
時
兼
は「
時
服
不
二

合
期
一

計
会
」
の
た
め
欠
勤
を
重
ね
、
最
終
的
に
は
小
番
を
免
じ
ら
れ
る
に
至
っ

て
い
る
（
３３
）。
禁
裏
小
番
の
経
済
的
負
担
は
、
番
衆
に
と
っ
て
決
し
て
無
視
で
き
な
い

も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
本
論
で
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
以
下
の
二
点
に
つ
い
て
、
簡

単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
一
）
番
頭
と
番
奉
行
に
つ
い
て

『
看
聞
日
記
』
永
享
二
年
五
月
一
三
日
条
の
掲
げ
る
禁
裏
・
仙
洞
小
番
帳
に
よ

れ
ば
、
禁
裏
第
一
番
か
ら
第
五
番
ま
で
の
番
頭
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
順
に
武
者

小
路
隆
光
・
万
里
小
路
時
房
・
西
園
寺
公
名
・
花
山
院
持
忠
・
西
園
寺
実
光
の
五

名
で
あ
っ
た
。
実
光
を
除
く
全
員
が
従
二
位
権
大
納
言
（
実
光
は
従
二
位
権
中
納

言
）
で
あ
っ
て
、
か
つ
臈
次
の
高
い
順
に
第
一
番
か
ら
配
置
さ
れ
て
お
り
（
３４
）、
原
則

と
し
て
小
番
衆
全
体
（
３５
）の
な
か
で
上
臈
の
五
名
が
番
頭
を
任
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
仙
洞
小
番
も
同
様
で
あ
る
。

番
頭
は
小
番
改
編
の
通
達
を
受
け
る
と
そ
れ
を
合
番
衆
に
伝
達
し
、
小
番
の
精

勤
を
催
す
役
目
を
負
っ
た
ほ
か
、「
早
参
幷
候
所
次
第
切
紙
」
を
作
成
・
配
布
し

て
翌
月
分
の
出
仕
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
調
整
や
夜
間
の
候
所
の
分
配
も
行
っ
た
（
３６
）。
ま

た
、
不
参
者
か
ら
事
前
に
報
告
を
受
け
付
け
、
着
到
に
子
細
を
記
す
の
も
番
頭
の

役
目
で
あ
っ
た
（
３７
）。

番
頭
の
役
割
が
合
番
と
の
連
絡
・
調
整
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
禁
裏
小
番
全
体

の
調
整
役
を
担
っ
た
の
が
「
番
奉
行
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
で
あ
る
。
番
頭
に
小
番

改
編
を
通
達
す
る
奉
書
の
奉
者
と
し
て
は
広
橋
兼
郷
・
勧
修
寺
経
成
な
ど
の
名
が

見
え
、
永
享
九
年
八
月
以
降
は
中
山
定
親
が
務
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
公
武
間
申

次
を
務
め
る
伝
奏
（
３８
）が
番
奉
行
の
務
め
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
定
親
は
番
奉
行

と
し
て
、
困
窮
し
た
西
洞
院
時
兼
の
小
番
脱
退
や
、
死
亡
し
た
五
条
為
清
に
替
え
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て
子
息
為
賢
の
小
番
加
入
を
申
沙
汰
す
る
一
方
（
３９
）、
一
条
兼
良
に
よ
る
町
経
清
の
小

番
推
挙
を
却
下
し
て
お
り
（
４０
）、
禁
裏
小
番
の
運
営
に
関
し
て
一
定
の
権
限
を
与
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

た
だ
し
明
石
氏
は
、「
番
奉
行
」
と
い
う
語
の
初
見
が
文
安
元
年
ま
で
下
る
こ

と
、
永
享
年
間
に
は
小
番
改
編
の
通
達
し
か
活
動
所
見
が
な
い
こ
と
か
ら
、
番
奉

行
と
い
う
職
掌
の
成
立
を
「
嘉
吉
・
文
安
の
頃
」
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
背
景
と

し
て
は
、
義
教
の
横
死
に
よ
る
小
番
に
対
す
る
武
家
の
影
響
力
低
下
や
、
嘉
吉
の

乱
・
禁
闕
の
変
に
伴
う
治
安
悪
化
の
た
め
に
、
公
家
側
が
禁
裏
小
番
の
積
極
的
な

運
営
に
乗
り
出
し
た
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

（
二
）
仙
洞
小
番
に
つ
い
て

仙
洞
小
番
の
創
設
に
関
す
る
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
後
小

松
院
が
称
光
天
皇
に
譲
位
し
た
応
永
一
九
年
八
月
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
仙
洞
小

番
の
初
見
は
『
薩
戒
記
』
応
永
二
六
年
七
月
二
〇
日
条
で
、
以
後
永
享
二
年
ま
で

記
主
の
中
山
定
親
が
番
衆
を
勤
め
た
た
め
同
記
に
比
較
的
記
事
が
多
い
。
番
編
成

は
応
永
二
八
年
正
月
段
階
で
十
番
、
応
永
三
〇
年
五
月
二
八
日
に
七
番
へ
と
改
編

さ
れ
た
の
ち
、
永
享
二
年
に
禁
裏
小
番
と
と
も
に
五
番
編
成
と
な
る
。
永
享
五
年

一
〇
月
に
後
小
松
院
が
没
し
た
の
ち
、
一
周
忌
を
待
っ
て
翌
六
年
一
一
月
に
禁
裏

小
番
へ
と
吸
収
合
併
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

永
享
二
年
の
番
帳
に
よ
れ
ば
、
各
番
の
人
数
は
四
〜
五
名
で
、
禁
裏
小
番
と
比

べ
て
や
や
小
規
模
か
つ
融
通
性
の
高
い
印
象
が
あ
る
。
ま
た
、
五
名
の
番
頭
の
う

ち
三
名
が
前
官
で
あ
る
点
も
注
目
に
値
す
る
（
４１
）。
候
所
は
弘
御
所
（
４２
）で
、
出
仕
の
装
束

は
禁
裏
小
番
の
直
衣
に
対
し
こ
ち
ら
は
布
衣
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
早
参
は
ま
れ
、

夜
間
の
宿
直
も
必
須
で
は
な
く
、
請
取
の
手
続
き
も
明
確
で
な
い
な
ど
、
禁
裏
小

番
よ
り
も
院
の
私
的
組
織
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

註（
１
）
明
石
治
郎
「
室
町
期
の
禁
裏
小
番
―
内
々
小
番
の
成
立
に
関
し
て
―
」

（
東
北
史
学
会
『
歴
史
』
七
六
、
一
九
九
一
年
）。
以
下
、
明
石
氏
の
見
解
は

本
論
文
に
拠
る
。

（
２
）
家
永
遵
嗣
「
室
町
幕
府
と
「
武
家
伝
奏
」・
禁
裏
小
番
」（『
近
世
の
天

皇
・
朝
廷
研
究
大
会
成
果
報
告
集
』
五
、
二
〇
一
三
年
）。
以
下
、
家
永
氏

の
見
解
は
本
論
文
に
拠
る
。

（
３
）
禁
裏
小
番
の
初
見
史
料
は
『
吉
田
家
日
次
記
』
永
徳
三
年
六
月
二
日
条
と

さ
れ
る
（
小
川
剛
生
『
足
利
義
満

公
武
に
君
臨
し
た
室
町
将
軍
』
中
央
公

論
新
社
、
二
〇
一
二
年
）。

（
４
）
『
吉
田
家
日
次
記
』
永
徳
三
年
六
月
二
日
・
二
六
日
・
七
月
一
〇
日
条
。

（
５
）
『
看
聞
日
記
』（
以
下
、『
看
』）
応
永
二
三
年
六
月
八
日
・
九
日
・
一
九
日

条
。

（
６
）
『
薩
戒
記
』（
以
下
、『
薩
』）
応
永
三
三
年
九
月
二
八
日
条
。

（
７
）
『
薩
』
応
永
三
〇
年
五
月
二
八
日
条
。
大
日
本
古
記
録
は
「
可
番
」
の
校

訂
註
と
し
て
「
十
番
」
と
付
す
が
、
記
主
の
中
山
定
親
は
そ
の
後
七
日
お
き

に
出
仕
し
て
い
る
か
ら
、
七
番
編
成
に
な
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
同
時
期
に
改
編
さ
れ
た
禁
裏
小
番
は
十
番
編
成
の
ま
ま
据
え
置
か

れ
た
（『
看
』
応
永
三
〇
年
六
月
二
日
条
）。

（
８
）
禁
裏
…
『
看
』
応
永
二
八
年
三
月
一
五
日
・
同
三
〇
年
六
月
二
日
条
。

仙
洞
…
『
薩
』
応
永
二
八
年
正
月
二
九
日
・
同
三
一
年
九
月
三
日
・
同
三

三
年
正
月
一
六
日
条
。

（
９
）
『
薩
』
正
長
元
年
八
月
六
日
条
。

（
１０
）
『
薩
』
永
享
二
年
四
月
二
〇
日
・
二
一
日
条
。

（
１１
）
『
薩
』
永
享
二
年
四
月
二
三
日
条
、『
看
』
同
年
五
月
一
一
日
条
。
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（
１２
）
た
だ
し
、
朝
廷
行
事
に
お
い
て
義
教
は
規
範
と
し
て
の
義
満
先
例
を
前
面

に
押
し
出
し
つ
つ
も
、
実
際
に
は
義
持
の
行
動
様
式
を
継
承
し
て
い
た
と
の

指
摘
も
あ
る
（
石
原
比
伊
呂
『
室
町
時
代
の
将
軍
家
と
天
皇
家
』
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
五
年
）。

（
１３
）
『
薩
』
永
享
三
年
四
月
一
九
日
条
。

（
１４
）
『
看
』
永
享
四
年
九
月
一
一
日
条
、『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
四
年
九
月
八

日
・
同
六
年
正
月
一
九
日
条
、『
薩
』
永
享
六
年
五
月
二
〇
日
条
。

（
１５
）
『
薩
』
永
享
六
年
一
一
月
四
日
条
、『
看
』
同
年
一
一
月
二
一
日
条
。
こ
れ

に
先
立
つ
正
月
二
〇
日
に
は
、
満
済
が
広
橋
兼
郷
に
仙
洞
小
番
の
吸
収
合
併

に
関
す
る
義
教
の
仰
せ
を
伝
え
て
お
り
、
改
編
が
義
教
の
主
導
で
行
わ
れ
た

こ
と
が
分
か
る
（『
満
済
准
后
日
記
』
同
日
条
）。

（
１６
）
明
石
氏
は
出
仕
の
日
程
に
関
し
て
、「
永
享
二
年
の
改
編
以
後
は
、（
中

略
）
ひ
と
月
単
位
で
は
な
く
連
続
的
な
形
態
に
変
わ
っ
て
い
た
」
と
す
る
が
、

ひ
と
月
単
位
で
の
出
仕
が
崩
れ
た
の
は
七
番
へ
の
編
制
替
え
に
よ
っ
て
十
日

お
き
か
ら
七
日
お
き
へ
と
変
更
さ
れ
た
応
永
三
三
年
九
月
以
降
と
み
る
べ
き

で
あ
る
。

（
１７
）
『
建
内
記
』（
以
下
、『
建
』）
嘉
吉
元
年
六
月
二
五
日
条
。

（
１８
）
『
建
』
嘉
吉
元
年
八
月
三
〇
日
条
。

（
１９
）
『
建
』
嘉
吉
元
年
八
月
記
紙
背
文
書
。
所
属
番
を
示
す
「
第
ｎ
番
」
と
、

出
仕
の
時
間
帯
を
示
す
「
第
ｎ
」
と
を
混
同
し
な
い
よ
う
注
意
が
必
要
で
あ

る
。

（
２０
）
『
建
』
嘉
吉
三
年
二
月
二
日
条
。

（
２１
）
『
建
』
嘉
吉
元
年
三
月
二
二
日
・
同
三
年
二
月
一
二
日
条
。

（
２２
）
『
建
』
嘉
吉
元
年
八
月
二
三
日
・
同
閏
九
月
一
二
日
条
な
ど
。

（
２３
）
泉
殿
は
小
御
所
の
北
、
記
録
所
は
小
御
所
の
南
に
位
置
し
、
鬼
間
と
議
定

所
は
清
涼
殿
に
あ
っ
た
（『
康
富
記
』
嘉
吉
三
年
九
月
二
三
日
条
、「
福
照
院

関
白
記
」
内
裏
図
（『
大
日
本
史
料
』
第
七
編
之
五
所
収
））。
ま
た
、
小
御

所
は
永
享
年
間
に
、
一
時
的
に
和
歌
所
と
さ
れ
て
い
た
（『
建
』
永
享
一
一

年
六
月
二
二
日
・
二
八
日
条
）。
総
じ
て
清
涼
殿
と
小
御
所
が
警
固
対
象
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
２４
）
『
建
』
文
安
元
年
六
月
一
二
日
条
。

（
２５
）
『
建
』
文
安
元
年
二
月
二
日
条
。
着
到
の
具
体
的
な
書
様
は
『
建
』
嘉
吉

元
年
十
月
記
紙
背
文
書
を
参
照
。

（
２６
）
『
建
』
永
享
一
二
年
正
月
二
日
条
。

（
２７
）
『
建
』
嘉
吉
元
年
七
月
二
七
日
条
。
な
お
、
時
房
は
�
期
以
来
自
ら
が
所

属
し
て
い
た
旧
二
番
を
「
自
番
」、
�
期
に
合
併
し
た
旧
七
番
を
「
副
番
」

と
呼
ん
で
い
る
（『
建
』
嘉
吉
元
年
七
月
一
二
日
条
）。

（
２８
）
明
石
氏
は
「
第
一
と
早
参
を
同
義
に
用
い
て
お
り
、
明
確
に
言
い
換
え
が

な
さ
れ
て
い
る
事
例
」
と
し
て
『
建
』
嘉
吉
元
年
三
月
一
二
日
条
（「
第
一

益
長
朝
臣
可
二

早
参
一

」）
を
挙
げ
る
が
、「
第
一
」
の
東
坊
城
益
長
が
「
早

参
」
も
兼
務
す
る
と
の
解
釈
も
可
能
で
あ
り
、「
明
確
な
言
い
換
え
」
と
見

做
せ
る
か
疑
問
が
残
る
。
一
方
で
、『
建
』
嘉
吉
三
年
五
月
二
日
条
で
は

「
早
参
・
第
二
」
と
の
表
現
が
見
ら
れ
、「
第
一
」
が
「
早
参
」
に
包
含
さ
れ

て
い
る
。
実
際
に
、
早
参
を
勤
め
た
者
は
ほ
ぼ
確
実
に
第
一
も
勤
め
て
い
た
。

（
２９
）
『
建
』
永
享
一
一
年
二
月
一
二
日
条
に
は
「
第
二
之
早
参
」
と
の
表
現
が

み
え
る
。

（
３０
）
『
建
』
嘉
吉
三
年
五
月
二
日
条
で
は
、
所
労
に
よ
る
長
期
不
参
か
ら
復
帰

し
た
四
条
隆
盛
に
対
し
て
時
房
が
「
早
参
・
第
二
同
堪
忍
」
の
旨
を
示
し
て

い
る
。

（
３１
）
『
薩
』
応
永
三
三
年
九
月
二
八
日
条
・『
建
』
嘉
吉
二
年
四
月
三
〇
日
条
な
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ど
。
前
者
に
関
し
て
は
、
義
持
が
番
衆
の
早
退
を
戒
め
た
際
、
夜
間
は
「
不

可
思
議
之
躰
」
で
の
参
勤
が
可
能
だ
が
、「
白
昼
出
仕
尤
難
治
」
と
困
窮
の

者
が
多
く
故
障
を
申
し
た
と
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
問
題
に
対
処
す
る

た
め
、
請
取
の
人
員
を
一
名
に
限
定
す
る
「
早
参
」「
残
」
の
制
度
が
創
ら

れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

（
３２
）
『
建
』
嘉
吉
元
年
一
一
月
記
・
同
二
年
四
月
記
紙
背
文
書
な
ど
。

（
３３
）
『
建
』
嘉
吉
三
年
三
月
一
二
日
・
同
二
〇
日
・
文
安
元
年
二
月
二
日
条
。

（
３４
）
『
公
卿
補
任
』。

（
３５
）
大
臣
に
昇
る
と
小
番
の
勤
仕
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
か
ら
（『
薩
戒
記
目

録
』
永
享
一
〇
年
九
月
一
〇
日
条
）、
小
番
の
メ
ン
バ
ー
は
羽
林
家
・
名

家
・
半
家
出
身
者
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
西
園
寺
家
・
花
山
院
家
な
ど
一
部

の
清
華
家
か
ら
も
選
出
さ
れ
た
（『
看
』
永
享
四
年
九
月
一
一
日
条
）。

（
３６
）
『
建
』
永
享
一
一
年
六
月
一
日
条
、
同
一
二
年
正
月
二
日
条
。
な
お
、
夜

の
候
所
は
籤
で
決
め
る
場
合
も
あ
っ
た
（『
建
』
永
享
二
年
一
〇
月
一
日
・

一
一
月
一
日
条
）。

（
３７
）
『
薩
』
永
享
三
年
四
月
一
九
日
・
同
四
年
正
月
二
二
日
条
、『
建
』
嘉
吉
元

年
閏
九
月
二
二
日
・
文
安
元
年
四
月
二
日
条
な
ど
。

（
３８
）
家
永
前
掲
論
文
。

（
３９
）
『
建
』
嘉
吉
三
年
二
月
一
二
日
条
。

（
４０
）
『
建
』
文
安
四
年
一
一
月
八
日
条
。

（
４１
）
一
番
か
ら
、
清
閑
寺
家
俊
（
正
二
位
前
権
大
納
言
）、
三
条
西
公
保
（
従

二
位
権
大
納
言
）、
園
基
秀
（
正
二
位
前
権
中
納
言
）、
町
藤
光
（
正
三
位
前

権
中
納
言
）、
日
野
西
盛
光
（
正
三
位
権
中
納
言
）（『
公
卿
補
任
』）。

（
４２
）
『
薩
』
応
永
三
一
年
九
月
三
日
条
。

付
記
）
本
稿
は
東
京
大
学
大
学
院
の
中
世
史
ゼ
ミ
に
て
『
建
内
記
』
を
講
読
す
る

際
に
交
わ
さ
れ
た
議
論
を
も
と
に
、
筆
者
が
若
干
の
私
見
を
加
え
て
論
文
化

し
た
も
の
で
あ
る
。
御
指
導
を
賜
っ
た
榎
原
雅
治
先
生
お
よ
び
ゼ
ミ
参
加
者

の
皆
様
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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